
行
政
書
士
な
ど
に
よ

る
「
職
務
上
請
求
用
紙
」

の
悪
用
や
興
信
所
等
の

委
任
状
偽
造
に
よ
る
戸

籍
謄
本
等
の
不
正
取
得

が
後
を
絶
た
な
い
。

04
年
兵
庫
県
の
行
政

書
士
が
「
職
務
上
請
求

書
」
を
使
い
、
全
国
の

市
町
村
か
ら
戸
籍
謄
本

等
３
０
０
０
枚
以
上
も

不
正
取
得
し
て
い
た
こ

と
が
発
覚
し
た
。
こ
れ

ら
の
戸
籍
謄
本
等
は
興

信
所
に
１
枚
３
０
０
０

円
な
ど
で
売
ら
れ
、
結

婚
や
就
職
な
ど
の
身
元

調
査
に
利
用
さ
れ
て
い

た
。こ

の
行
政
書
士
に
よ

り
、
県
内
で
も
防
府
市
、

周
南
市
、
岩
国
市
、
山

陽
小
野
田
市
、
周
防
大

島
町
に
お
い
て
も
不
正

取
得
が
発
覚
し
て
い
る
。

07
年
も
三
重
県
の
行

政
書
士
が
横
浜
の
興
信

所
の
依
頼
を
受
け
、
全

国
か
ら
５
１
１
枚
の
職

務
上
請
求
書
を
使
い
、

戸
籍
謄
本
等
を
不
正
取

得
し
て
い
た
こ
と
が
発

覚
。
県
内
で
も
宇
部
市
、

岩
国
市
、
柳
井
市
で
計

10
件
も
発
覚
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
県
連
の
調

査
に
よ
り
、
県
内
の
10

件
、
全
て
が
興
信
所
の

結
婚
調
査
に
利
用
さ
れ

た
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

08
年
５
月
に
は
、
神

戸
市
の
司
法
書
士
が
職

務
上
請
求
書
を
不
正
使

用
し
、
全
国
で
８
４
７

件
が
発
覚
し
て
い
る
。

県
内
で
も
下
関
市
、
山

口
市
、
下
松
市
で
確
認

さ
れ
て
お
り
、
現
在
、

県
連
が
情
報
開
示
請
求

を
お
こ
な
い
、
他
の
市

町
も
調
査
中
で
あ
り
、

被
害
は
さ
ら
に
拡
大
す

る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
数
年
だ
け
で
も
、

山
口
県
内
で
兵
庫
県
の

神
戸
市
、
宝
塚
市
、
三

重
県
松
阪
市
の
行
政
書

士
、
司
法
書
士
な
ど
に

よ
り
20
件
近
く
は
不
正

取
得
さ
れ
て
い
る
事
実

が
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
多
く

が
調
査
会
社
に
横
流
し

さ
れ
、
結
婚
な
ど
で
の

差
別
身
元
調
査
に
利
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

各
市
町
の
行
政
は
不

正
取
得
さ
れ
た
と
い
う

事
実
を
知
っ
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
被
害
者

に
は
そ
の
事
実
を
未
だ

に
知
ら
せ
て
い
な
い
。

他
県
で
は
早
く
か
ら

あ
い
つ
ぐ
不
正
取
得
の

再
発
防
止
に
向
け
て
、

積
極
的
に
動
い
て
き
た
。

広
島
県
で
は
福
山
市
、

三
原
市
、
竹
原
市
、
呉

市
、
大
崎
上
島
町
な
ど

が
「
自
己
情
報
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
」
に
も
と
づ

き
、
不
正
取
得
さ
れ
た

本
人
に
告
知
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。

和
歌
山
県
の
和
歌
山

市
や
紀
ノ
川
市
、
東
京

都
の
墨
田
区
、
足
立
区
、

大
田
区
、
港
区
、
目
黒

区
、
葛
飾
区
な
ど
で
も

す
で
に
不
正
取
得
さ
れ

た
被
害
者
へ
「
本
人
告

知
」
を
実
施
し
て
い
る
。

府
県
レ
ベ
ル
で
も

「
本
人
通
知
」
に
関
し

て
今
後
実
施
が
決
定
し

て
い
る
こ
ろ
も
あ
る
。

京
都
府
は
「
本
人
通

知
は
必
要
」
と
い
う
見

解
を
示
し
、
国
に
対
し

て
も
法
整
備
を
強
く
要

請
し
、
市
町
村
と
の
連

絡
調
整
会
議
で
協
議
し
、

試
案
作
成
に
動
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

大
阪
府
は
、
事
前
登

録
者
へ
の
本
人
通
知
制

度
が
実
施
で
き
る
よ
う

に
市
町
と
協
議
・
調
整

に
務
め
て
い
る
。

県
内
20
市
町
の
首
長

は
、
今
も
市
民
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
が
不
正
に
取

得
さ
れ
続
け
、
差
別
身

元
調
査
に
利
用
さ
れ
て

い
る
現
実
を
直
視
し
、

「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
権
」
に
も
と
づ
き
、

「
本
人
通
知
」
制
度
を

導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
県
内

で
す
で
に
発
覚
し
て
い

る
20
件
に
お
よ
ぶ
被
害

者
に
は
早
急
に
本
人
告

知
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
、
山
口
県
連
は
、

不
正
取
得
さ
れ
市
町
に

対
し
て
被
害
者
へ
の
本

人
告
知
と
、
再
発
防
止

に
向
け
て
全
力
で
取
り

組
ん
で
い
く
。

（２） 第３４号 （毎月１回発行） 解放新聞山口版 ２００９年２月２７日

十
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初

め
は
、
日
本
社
会
事
業
の
あ
け
ぼ

の
と
い
っ
て
よ
い
。
社
会
事
業
と

い
う
の
は
、
産
業
の
発
展
に
と
も

な
っ
て
増
え
は
じ
め
た
労
働
者
な

ど
社
会
的
弱
者
に
、
人
間
ら
し
い

生
活
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
現
在
の
社
会
保
障
・
社
会
福

祉
の
出
発
で
あ
る
。

当
時
、
社
会
事
業
の
一
角
に
セ

ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
。
賀
川
豊
彦
の
主
導
す
る

神
戸
の
活
動
は
全
国
的
に
も
有
名

に
な
っ
た
の
で
、
ご
存
知
の
方
も

多
い
か
も
し
れ
な
い
。

セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
は
、
知
識

人
が
貧
し
い
人
び
と
の
居
住
地
域

に
入
り
込
み
生
活
を
と
も
に
し
、

諸
種
の
社
会
事
業
の
実
践
を
通
じ

て
自
立
の
精
神
を
教
え
、
貧
困
と

差
別
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
人
び
と

の
社
会
的
自
立
を
援
助
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
徳
山
の
町
に
浄
土
真
宗

の
徳
応
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
。

明
治
維
新
の
頃
、
こ
の
寺
の
住
職
・

赤
松
連
城
は
、
浄
土
真
宗
の
近
代

化
に
大
活
躍
し
た
全
国
的
に
も
有

名
な
僧
侶
で
あ
る
。

そ
の
赤
松
連
城
の
娘
・
安
子
の

婿
養
子
と
な
り
、
お
寺
を
継
い
だ

の
が
赤
松
照
幢
だ
。
こ
の
赤
松

し
ょ
う
ど
う

照
幢
は
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
の
方

法
を
部
落
問
題
に
適
用
し
、
山
口

県
の
部
落
解
放
運
動
の
先
駆
け
の

一
人
と
な
っ
た
。

赤
松
照
幢
の
弟
は
与
謝
野
鉄
幹

で
、
彼
は
明
星
派
の
歌
人
と
し
て

一
世
を
風
靡
。
彼
の
妻
が
与
謝
野

晶
子
で
あ
る
。

照
幢
と
安
子
夫
妻
は
結
婚
生
活

を
始
め
る
と
、
す
ぐ
に
二
人
で
一

心
不
乱
に
社
会
事
業
に
取
り
組
む
。

一
八
八
六
年
に
は
慈
善
団
体
の
山

口
県
積
善
会
を
設
立
し
、
翌
年
に

は
私
立
白
蓮
女
学
校
を
設
立
（
の

ち
に
徳
山
女
学
校
）
、
一
八
九
九

年
に
は
徳
応
寺
内
に
育
児
所
を
設

け
児
童
保
護
事
業
を
お
こ
な
っ
た
。

当
時
の
都
濃
郡
長
（
旧
鹿
野
町
）

の
田
中
一
民
は
、
安
子
の
第
一
印

象
を
「
ま
る
で
鬼
婆
だ
」
と
感
じ

た
と
い
う
。
一
心
不
乱
の
社
会
事

業
へ
の
献
身
が
彼
女
を
「
鬼
婆
」

の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

長
年
に
わ
た
っ
て
各
種
の
社
会

事
業
に
取
り
組
ん
だ
の
ち
に
、
赤

松
照
幢
と
安
子
夫
妻
は
い
ま
だ
手

を
つ
け
な
い
ま
ま
に
し
て
き
た
事

業
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
即
ち
、

前
近
代
社
会
か
ら
つ
づ
く
、
部
落

差
別
に
苦
し
む
人
び
と
の
問
題
で

あ
る
。

二
人
は
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）

一
二
月
末
、
徳
応
寺
住
職
の
座
を

長
男
に
引
き
継
ぎ
、
他
の
子
ど
も

た
ち
を
引
き
連
れ
、
徳
山
の
町
中

に
あ
る
被
差
別
部
落
へ
居
住
を
移

し
た
。
翌
年
正
月
か
ら
、
赤
松
照

幢
一
家
の
部
落
内
で
の
生
活
が
始

ま
る
。

ち
な
み
に
、
息
子
の
赤
松
克
麿

は
、
の
ち
に
社
会
主
義
者
と
し
て

全
国
的
に
も
名
を
馳
せ
、
「
卑
怯

者
去
ら
ば
去
れ

我
等
は
赤
旗
守

る
」
の
フ
レ
ー
ズ
で
有
名
な
「
赤

旗
の
歌
」
の
作
詞
者
で
あ
る
。
当

時
、
克
麿
は
東
京
大
学
で
学
ん
で

い
た
が
、
彼
が
徴
兵
検
査
の
た
め

帰
郷
す
る
と
尾
行
の
刑
事
も
つ
い

て
き
た
。
赤
松
照
幢
は
自
身
の

「
日
記
」
に
、
部
落
青
年
や
克
麿

と
と
も
に
「
警
官
某
」
も
座
敷
に

あ
げ
て
と
も
に
食
事
を
し
た
こ
と

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

娘
の
常
子
は
初
め
同
居
し
て
い

た
が
、
や
が
て
神
戸
の
賀
川
豊
彦

の
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
家
を
出

る
。
こ
の
常
子
が
後
に
「
繊
維
女

工
・
労
働
運
動
の
母
」
と
呼
ば
れ

る
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
委
員
長
・
参
議

院
議
員
の
赤
松
常
子
で
あ
る
。

（
後
編
に
続
く
）

神戸市の司法書士によって不正取得された職務上請求書

赤松照幢さん


